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こ
の
制
度
は
、
保
護
者
の
就
労

状
況
に
関
係
な
く
、
時
間
単
位
で

の
保
育
施
設
利
用
や
保
育
士
な
ど

に
育
児
相
談
が
で
き
る
子
育
て
支

援
制
度
で
す
。

　

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
支

援
し
、
良
質
な
成
育
過
程
の
確
保

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

【
利
用
で
き
る
方
】

　

認
可
保
育
所
や
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
に
在
籍
し
て
い
な
い
、
満
０

歳
６
か
月
か
ら
満
３
歳
ま
で
の
お

子
さ
ん

【
利
用
で
き
る
内
容
】

　

１
か
月
に
10
時
間
ま
で
の
範
囲

で
、時
間
単
位
で
利
用
で
き
ま
す
。

【
利
用
料
金
】

　

１
時
間
あ
た
り
３
０
０
円

※�
別
途
、
給
食
・
お
や
つ
代
な
ど

が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
実
施
施
設
】

　

八
雲
町
立
く
ま
い
し
保
育
園

（
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
）　

※�

八
雲
地
域
は
、
令
和
８
年
度
中

の
開
始
に
向
け
て
準
備
中
で
す
。

※�

町
外
の
施
設
も
利
用
で
き
ま
す
。

【
利
用
方
法
】

　

利
用
に
は
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
詳
細
は
町
Ｈ
Ｐ
ま
た

は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
児
童
係　

　
☎
０
１
３
７

－
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－

２
１
１
２

　

北
海
道
で
は
、
次
の
と
お
り

「
令
和
８
年
度
北
海
道
調
理
師
試

験
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
試
験
会
場
な
ど
は
出
願

者
に
受
験
票
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

【
試
験
日
時
】
８
月
25
日
㈫

�

午
後
１
時
30
分
～
４
時

【
試
験
地
】
函
館
市

（
八
雲
保
健
所
管
内
に
お
住
ま
い

の
方
）

【
試
験
科
目
お
よ
び
試
験
方
法
】

　

食
文
化
概
論
、
公
衆
衛
生
学
、

栄
養
学
、
食
品
学
、
食
品
衛
生
学

お
よ
び
調
理
理
論
に
つ
い
て
の
筆

記
試
験

【
受
験
資
格
】

　

学
校
教
育
法
第
57
条
に
基
づ
く

高
等
学
校
入
学
資
格
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
学
校
・
病
院
・
社
会

福
祉
施
設
等
の
給
食
施
設
、
飲
食

店
営
業
、
魚
介
類
販
売
業
、
そ
う

ざ
い
製
造
業
、
複
合
型
そ
う
ざ
い

製
造
業
に
お
い
て
申
込
期
日
ま
で

に
２
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事

し
た
者

【
受
験
願
書
受
付
】

　

４
月
30
日
㈭
か
ら
５
月
15
日
㈮

ま
で
に
八
雲
保
健
所
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

願
書
用
紙
な
ど
は
八
雲
保
健
所

お
よ
び
今
金
支
所
で
無
料
配
布

※�

調
理
師
業
務
経
歴
証
明
欄
を
職

場
に
記
入
し
て
も
ら
う
必
要
が

あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
ご
準

備
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
験
手
数
料
】�

６
，９
０
０
円

※�

北
海
道
収
入
証
紙
に
よ
る

【
合
格
発
表
】
10
月
９
日
㈮

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
保
健
所

　
☎
０
１
３
７

－

63

－

２
１
６
８

　令和８年４月分より手当額が引き上げとなります。
　改定後の金額は次のとおりです。
◇児童扶養手当の月額

令和８年３月まで 令和８年４月以降
対象児童1人の
場合の月額

全部支給　46,690円
一部支給　46,680円～11,010円

全部支給　48,050円
一部支給　48,040円～11,340円

第２子以降
加算額

全部支給　11,030円
一部支給　11,020円～5,520円

全部支給　11,350円
一部支給　11,340円～5,680円

◇特別児童扶養手当の月額
令和８年３月まで 令和８年４月以降

１級 56,800円 58,450円
２級 37,830円 38,930円

【問い合わせ先】住民生活課児童係　☎０１３７-６２-２１１２

町ＨＰ

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
支給額の改定について

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度
」
が
始
ま
り
ま
す

調
理
師
試
験
の

�

実
施
に
つ
い
て


